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サステナビリティ
Sustainability

トップメッセージ

新たな価値を創造し続ける エネルギー・デバイス・カンパニーへ

日本で初めて鉛蓄電池の製造に成功し､世界で初めて電気自動車用リチウムイ

オンバッテリーを量産化した当社は､深海調査船､航空分野､宇宙衛星などの過酷

な環境にも安定した性能を発揮する高い技術力を駆使して､次世代自動車分野､再

生可能エネルギー分野､インフラ分野に貢献し､ステークホルダーの皆様のご期待

に応えてきました｡これらの活動は､社員と企業の｢革新と成長｣を通じ､人と社会

と地球環境に貢献する当社の企業理念の実践の結果であると確信しています｡

また､当社の企業理念を明確化したCSR方針･行動規範を2017年5月に社長方

針として制定し､CSR方針と価値観を同じくする国連グローバルコンパクト(以下､UNGC)に2018年4月に署名しました｡UNGC

が企業に求める人権、労働、環境、腐敗防止の4分野10原則や国連が採択した持続可能な開発目標(SDGs :Sustainable

Development Goals)および当社のCSR方針を実践するために､事業会社にCSR委員会を設置して､事業活動を通じた持続可能な

社会への貢献に取り組んでいます｡

社会や市場は､時代と共に変化し続けています｡当社は､ステークホルダーの皆様のご期待に常に応えるように､長期ビジョンと

して｢新たな価値を創造し続けるエネルギー･デバイス･カンパニーへ｣を掲げました｡持続可能な社会の実現に貢献していく上で､

エネルギー･デバイスに求められる役割は､今後ますます重要になります｡これからも私たちは､さまざまなステークホルダーの声

に真摯に耳を傾け､社会に求め続けられる新たな価値創造に挑戦していきます｡

代表取締役


取締役社長

国連グローバル・コンパクトの10原則

< 人権 > 原則1 人権擁護の支持と尊重

原則2 人権侵害への非加担

< 環境 > 原則7 環境問題の予防的アプロ

ーチ

原則8 環境に対する責任のイニ

シアティブ

原則9 環境にやさしい技術の開

発と普及

< 労働 > 原則3 結社の自由と団体交渉権

の承認

原則4 強制労働の排除

原則5 児童労働の実効的な廃止

原則6 雇用と職業の差別撤廃

< 腐敗防止

>

原則10 強要や贈収賄を含むあら

ゆる形態の腐敗防止の取

り組み
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2017年5月に社長方針として制定したCSR方針・行動規範は当社グループのCSR活動の基礎となっています。当社グル

ープは､社会および事業の持続的発展を図るために､「CSR方針･行動規範」に基づいた事業活動に取り組んでいます｡

CSR方針

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、法令遵守にとどまらず、社会的責任に関わる国際的行動規範を尊重し、 蓄エネルギー技術等により事

業活動の持続的発展に取り組むとともに、人と社会と地球環境に貢献します。

1. 公正、透明かつ健全な事業活動の推進と腐敗の防止

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、お客様、お取引先様、株主、地域社会の皆様の信頼の獲得を第一に考え 、かつ各国、各地域の

関係法令、ルールを遵守し、透明な事業活動を行います。また、あらゆる形態の腐敗防止に取り組み、違法な政治

献金、公務員に対する贈賄は行わず、反社会的勢力である個人および団体とは一切の関係を持ちません。

2. 人権の尊重

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、強制労働、児童労働の排除はもとより、すべての人の人権および労働者としての基本的権利を

尊重します。また、あらゆる差別を禁止し、多様性を尊重します。

3. 適正な労働環境の維持、向上

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、従業員にとって安全で働きやすい労働環境を提供し、適正なマネジメントにより中長期的に人

材育成を進めます。

4. 安全、安心な製品、サービスを提供する責任の遂行

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、ものづくりを通じて、製品およびサービスがその役割を終えるまで安全と品質を確保します。

また、製品およびサービスに関する安全情報を誠実に提供します。

5. 地球環境の保全

ＧＳ ＹＵＡＳＡは､汚染の予防､気候変動への対応､持続可能な資源の利用を含む循環型社会の形成に取り組みます｡

6. 地域社会との共生

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、地域社会と連携し共生することにより、地域の健全かつ持続的な発展に寄与します。

7. サプライチェーンにおける社会的責任活動の推進

ＧＳ ＹＵＡＳＡは、サプライチェーン全体にわたって、社会的責任を果たす企業活動を推進します。

制定：2017年5月1日

株式会社 ジーエス･ユアサ コーポレーション

代表取締役


取締役社長 村尾　修

CSR方針・行動規範
CSR Policy & Code of Conduct
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CSR行動規範

1. 公正、透明かつ健全な事業活動の推進と腐敗の防止

1-1．法令の遵守

① 私たちは、国際ルール、社会ルールを尊重し、事業活動を行う国、地域の法令遵守を徹底します。

② 私たちは、国際社会の一員として、国際的な平和と安全を維持するため、各国の輸出管理法令を遵守し、大量破壊兵器の拡

散および通常兵器の過度の蓄積がされるような輸出取引を行いません。

1-2．公私混同の排除

私たちは、個人的な目的で会社の資産や経費を使い、または職権を利用して個人的な利益を図る等、会社の利益を

毀損する行為を行いません。

1-3．公正、透明、自由な競争、取引

① 私たちは、同業他社との会合や業界団体の活動を通じて、製品およびサービスの価格、数量、販売地域等の申し合わせ(カ

ルテル)を行いません。他社がそのような行為を提案した場合は、それに合意したと誤解されないよう明確に拒絶します。

また、他の入札者との間で、落札者や落札価格の取り決め等、いわゆる談合を行いません。

② 私たちは、たとえ同意がある場合でも、下請事業者に責任がないにも関わらず、発注後に減額や支払を遅延させる、または

下請事業者に不当な利益提供をさせる等、優越的な地位を濫用する行為は行いません。また、下請事業者に対する発注は、

必ず必要事項を記載した書面または電磁的記録で行い、当該書面等を保管します。

③ 私たちは、他社の営業秘密を不正な方法で入手、利用しません。

④ 私たちは、製品およびサービスに関し、虚偽の表示や顧客に誤解を生じさせる表示は行いません。

1-4．機密情報の管理の徹底

① 私たちは、機密情報を適切に管理し、第三者に開示の際は、機密保持契約を締結した上で開示します。

② 私たちは、お取引先様、共同研究者から機密情報として開示を受けた情報は適切に管理し、開示者の許可なく第三者に開示

漏洩しません。

③ 私たちは、個人情報を収集する場合、利用目的を明確にし、適切な方法で実施します。また、個人情報の利用の際は、利用

目的を特定します。

④ 私たちは、個人情報データを安全管理し、当該データを扱う従業員、委託先を適切にモニタリングします。

⑤ 私たちは、常に一人ひとりのプライバシーを尊重し、業務上、立場上知り得た個人の機密情報は細心の注意をもって取り扱

い、それをみだりに漏洩しません。

⑥ 私たちは、職務上取得したグループ内およびお取引先様に関する内部情報に基づき、その公表前に当該株式または証券等の

取引に関与する、いわゆるインサイダー取引を一切行いません。

1-5．知的財産の尊重

① 私たちは、製品およびサービスの開発、生産、販売、提供等を行う場合は、特許、意匠、商標等に関する第三者の権利の事

前調査を十分に行います。

② 私たちは、第三者の知的財産を使用する場合、正当な理由のある場合を除き、権利者の同意を得るものとし、第三者の知的

財産を無断で使用しません。

③ 私たちは、ソフトウェアおよびその他の著作物（本、記事、絵、音楽、その他）の違法な複製をしません。

1-6．反社会的勢力との関係の遮断

① 私たちは、株主の権利行使に関連して、いかなる形の財産上の利益も供与しません。

② 私たちは、反社会的勢力である個人および団体との取引関係、その他いかなる関係も持ちません。

1-7．透明性のある情報開示

私たちは、事業活動を行う国、地域の法令で開示が必要とされている情報、およびその他のステークホルダーや社

会との良きコミュニケーションを保つための情報を適時適切に開示します。
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1-8．政治献金規制の遵守

私たちは、商取引の獲得または維持、非公開情報の入手等、業務上何らかの見返りを求める政治献金を行いませ

ん。また、政治献金を行う際は、事業活動を行う国、地域の法令に定められた条件を遵守します。

1-9．公務員への接待、贈答の禁止

私たちは、利害関係のある公務員およびそれに準ずるものに対し、金銭の提供、接待、贈答、その他の利益、およ

び便宜の供与を一切行いません。

1-10．お取引先様との健全な関係

私たちは、お取引先様との健全な取引関係に努め、お取引先様から社会通念を超える金銭、財物または接待を受け

ません。

2. 人権の尊重

2-1．差別の禁止と多様性の尊重

私たちは、多様性を尊重し、人種、性別、性的マイノリティ、国籍、出身国、障がい、宗教もしくは政治的見解等

の理由を問わず、あらゆる差別を行いません。

2-2．人格の尊重

私たちは、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントを含む、あらゆる人格を否定する行為および他人の尊厳

を傷つける行為を一切行いません。

2-3．労働者の権利の尊重

私たちは、事業活動を行う国、地域の法令に基づき、結社の自由、団体交渉権等の権利を尊重します。

2-4．強制労働、児童労働の禁止

私たちは、強制労働を行わず、法定就業年齢に満たない児童を労働させません。また、いかなる形であれ強制労

働、児童労働に加担しません。

2-5．人権侵害への加担の回避

私たちは、間接的であっても人権侵害に加担しません。

3. 適正な労働環境の維持、向上

3-1．安全かつ衛生的な労働環境の維持、向上

私たちは、労働環境の安全および衛生に関し、事業活動を行う国、地域の法令や社内規程を遵守するとともに、そ

れらの維持、向上に取り組みます。

3-2．適正な労働時間の維持と最低賃金の確保および不当な賃金の減額禁止

① 私たちは、労働時間を適正に管理するとともに 、過重労働による心身の健康障害の発生防止に努めます。

② 私たちは、事業活動を行う国、地域の法令に基づく最低賃金以上を支払い、不当な賃金の減額を行いません。

3-3．中長期的な人材育成と適切な評価

私たちは、従業員の適性や能力等に応じたキャリア開発支援を積極的に行い、業務の成果に応じた適切な評価を行

います。

3-4．多様な働き方の尊重

私たちは、多様な働き方を尊重し、ワークライフバランスと心身の健康の確保に努めます。

3-5．均等な労働機会の提供

私たちは、採用、昇進に関して均等な機会を提供し 、恣意的または差別的な処分を行いません。
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4. 安全、安心な製品、サービスを提供する責任の遂行

4-1．安全性と品質の重視

私たちは、安全性と品質を重視し、最優先に取り組みます。そのために研究、開発、設計、調達、生産、販売、ア

フターサービス等の事業活動のすべてにおいて、安全な製品およびサービスの提供とお客さまに満足頂ける品質の

維持、向上に努めます。

4-2．安全情報の提供

私たちは、製品およびサービスに関する安全情報を明確にします。安全情報は、製品添付の説明書、製品への表

示、ホームページ等の活用でお客様および製品やサービスに関わる人々に安全情報を提供します。

4-3．製品事故発生時の対応

私たちは、製品およびサービスで事故が発生した場合、迅速に対応するとともに、事故による被害の拡大防止を図

ります。また、事実関係の調査、確認、原因究明、社内外への必要な報告、情報開示と再発防止を行います。

5. 地球環境の保全

5-1．環境保護の推進

① 私たちは、事業活動、製品、サービスが環境に与える影響を確実に評価し、省エネルギー、温室効果ガスの削減、原材料や

水の効率的利用、廃棄物の削減と再資源化を通じて汚染の予防を含む環境保護に努め、これらを継続的に改善して、環境パ

フォーマンスの向上を目指します。

② 私たちは、製品、サービスに関わるライフサイクルの各段階（原材料の取得、開発、設計、生産、輸送、使用、廃棄）の環

境負荷の低減に取り組みます。

③ 私たちは、環境に関連する法令や対応する必要がある環境ニーズを満たすことはもとより、必要に応じて、自主管理基準に

よる運用管理や環境汚染に繋がる事故の予防および発生時対応の事前準備を行って、環境リスク対策に取り組みます。

5-2．環境配慮製品の提供

私たちは、環境ニーズに対応する製品およびサービスの提供を通じて、環境配慮型社会に貢献します。

6. 地域社会との共生

6-1．地域社会の持続的発展への寄与

私たちは、企業もコミュニティの一員であることを認識し、企業の存立基盤である地域社会と連携して、ともに発

展することを目指します。また、地域の文化や慣習を尊重します。

6-2．地域人材の活用

私たちは、現地法人の事業活動 にあたっては、地域の人材を積極的に登用し、当社の事業活動を通じて、地域社会

の発展に貢献します。

7. サプライチェーンにおける社会的責任活動の推進

7-1．CSR調達の推進

私たちは、サプライチェーン全体で社会的責任を果たすことを目的として、CSR調達ガイドラインをサプライヤー

と共有し、相互協力の基にCSR調達の推進に努めます。

制定：2017年5月1日

株式会社 ジーエス･ユアサ コーポレーション

代表取締役


取締役社長 村尾　修
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企業理念の実現を目指すことが、持続可能な社会に貢献し、


自らも長期的な事業活動を確保するCSR経営そのものであると考えています。

ＧＳユアサグループのCSR

当社グループは、企業理念である「革新と成長」を実践することが、当社グループのCSRの根幹となるものと捉えています｡旧来の

習慣に縛られずに、新技術の開発や業務プロセスの刷新などを通じて「革新」を生み出し、その結果として、収益の拡大だけでな

く、人と社会と地球環境に貢献することで、ともに持続的な「成長」を目指す姿がCSRであると考えています｡本業を通じてグローバ

ルな社会課題やステークホルダーのニーズ･期待にタイムリーに対応することで､社会から長期的な信頼を得て､将来にわたって存在を

期待され続ける企業となることを目指しています｡

CSR推進体制

当社グループは、本業を通じたCSRへの取り組みを推進し、継続的な改善を図るた

めに、組織的な体制を構築しています｡グループ全体のCSR活動を統括するために、当

社社長を「CSR推進最高責任者」とし、直属にCSR推進最高責任者が任命する「CSR

担当役員」を置いています。また、グループ全体のCSR活動の協議、推進、立案を主

導する「CSR委員会」は、CSR担当役員を委員長とし、事業部門やグループ会社など

の責任者によるメンバーで構成されています｡CSR方針を含む当社グループのCSR推進

に係る重要事項については、CSR 委員会での協議を経て、取締役会および経営会議に

て決議されます｡

CSR推進体制
CSR Structure

企業理念、関連方針について詳しくはこちらをご覧ください（https://www.gs-yuasa.com/jp/company/philosophy.php）

CSR推進体制
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CSR推進プロセス

当社グループは、CSR推進計画に基づいたプロセスを構築して、事業活動を通じたCSRへの取り組みを推進しています｡本プロセスで

は、当社グループの不変の価値観を示した企業理念を基幹としたしくみを構築することによって、企業価値とステークホルダー満足度

を向上させることを目指しています｡

企業理念の実現に向けては､さまざまな意思決定を行う判断基準として経営方針とCSR方針を策定しています｡また､CSR方針に係る主

要なテーマについては､CSRへの取り組みに対する具体的な方向性や行動基準を明確にしたCSR行動規範や個別の方針を策定していま

す｡

事業戦略プロセスでは､CSR方針の達成に向けた計画を組み込んでいます｡ステークホルダーからの要請や期待および社会課題を考慮

に入れた上で､社会および当社グループの経済的な成長と持続性を確保するための計画を策定しています｡また､当該計画を達成するため

に､事業プロセスで運用している既存のマネジメントシステムを活用しています｡運用プロセスにおけるパフォーマンスは､CSR担当役員

を委員長とするCSR委員会で評価され､必要な見直しを行うことによって継続的な改善を図っています｡

また､全社的なCSRを推進するために､当社グループのCSR方針を解説したマニュアル(CSRマニュアル)を全従業員に配布しています｡

CSRマニュアルは､従業員がCSR方針に関連する行動基準を認識するために､Q&Aやコラムを活用した主要テーマの解説､行動基準に適

合した行動を実施しているかを自己評価するチェックリストなどで構成されています｡海外グループ会社にはローカル社員が理解できる

現地語(6言語)に翻訳したCSRマニュアルを配布し､国内外の全従業員がCSRの共通認識を共有することによって､当社グループのCSR推

進の方向性を合わせ､事業活動を通じたCSRへの取り組みを目指しています｡

CSR推進計画

フェーズ 計画期間 目標

第一段階 2016～2017年度
事業戦略（第四次中期経営計画）に関連したCSR課題に対応するプロセスを

構築

第二段階 2018年度 プロセスを運用してパフォーマンスを分析・評価、プロセスの改善

第三段階 2019年度
CSR課題を事業戦略（第五次中期経営計画）に取り込んだビジネスプロセス

の確立

第四段階 2019年度以降 CSRを事業活動の各プロセスに組み込み、社会と事業の持続的な発展を実現

CSR推進プロセスの概要

ジーエス・ユアサ コーポレーション サステナビリティへの取り組み2021 WEB版
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TOPICS

海外グループ会社に対するCSR推進活動

当社は､CSRへの取り組みを効果的に推進するために､全従業員がCSRに対する当事者意識を持つ必要があると考えていま

す｡

海外グループ会社に対しては､CSRに関連するテーマや当社グループのCSR方針を分かりやすく解説したメールマガジン

(以下､CSRメルマガ)を定期的に配信しています｡海外グループ会社は､ローカル社員が理解できる現地語(6言語)に翻訳され

たCSRメルマガを活用して､従業員のCSR認識度の向上を図っています｡また､各海外グループ会社では､現地の状況に応じた

研修プログラムを整備して､CSRに関する教育を従業員に実施しています｡

e-ラーニング教育の画面例(CYBA) キックオフ勉強会の様子(GSTW) CSRガイドブック(YBID)

CSRニュースレター(GYAT)

海外グループ会社におけるCSR教育の事例

会社名 略称名 所在国 内容

Century Yuasa

Batteries Pty Ltd.
CYBA

オースト

ラリア

人権課題(差別､いじめ､セクハラなど)に関するe-ラーニング教育を開催

(事例を用いたクイズ形式で従業員の理解度を確認)

台灣杰士電池工業股

份有限公司
GSTW 台湾

CSR推進計画(CSR方針やCSR課題への対応計画の策定など)に対するキ

ックオフ勉強会を開催

PT. Yuasa Battery

Indonesia
YBID

インドネ

シア
CSR方針などを現地語で掲載したCSRガイドブックを全従業員に配布

GS Yuasa Asia

Technical Center

Ltd.

GYAT タイ
CSRの解説やタイ企業のCSR活動の事例紹介などを掲載した、親しみ

やすいデザインのCSRニュースレターを全従業員に定期的に配信
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マテリアリティ（重要なCSR課題）の事業戦略への組み込み

当社グループは､事業戦略にCSR課題を反映させるために、事業への影響度と事業活動が社会に与える影響度を分析・評価した上

で､取り組む必要があるマテリアリティを明確にしています。特定したマテリアリティについては、事業戦略に係る目標を設定し､そ

の目標を達成するための具体的な活動計画や目標の達成状況を測る経営指標(KPI)を策定しています｡

なお､マテリアリティは､ステークホルダーのニーズ･期待や社会課題を考慮した上で当社グループのCSR委員会にて定期的に見直し

ています。また､マテリアリティを事業戦略に組み込む際には､事業基盤の強化や企業価値の向上などの観点を考慮した上で､ステーク

ホルダー満足度の向上に繋がる計画をCSR委員会で策定しています。

当社グループは、マテリアリティを中期経営計画に組み込んだビジネスプロセスを運用することにより、財務･非財務の両面で経営

の質を向上させ、事業と社会の持続可能な成長を目指しています｡

マテリアリティ
Materiality

第5次中期経営計画における持続可能な成長に対するCSR課題の概要

分

類
テーマ 持続可能な成長に対するCSR課題 主な計画内容や目標

E

持続可能

な地球環

境への貢

献

環境配慮製品の開発とグローバルでの販売

事業活動で生じる環境負荷の低減

①CO2排出量を2018年度比6%以上削減

②水使用量を2018年度比8%以上削減

③環境配慮製品の売上比率を35%以上

S

人権の尊

重と社会

への貢献

人権の尊重

人材育成による生産性とモチベーションの向上

労働環境および労働安全衛生の向上

消費者が安心する製品と情報の提供

CSR調達による社会課題の貢献と調達リスクの低

減

①人権教育および人権リスクマネジメントの強化

②自律型人材育成および多様な人材活用基盤の確立

③ワークライフバランス向上施策の推進

④品質向上活動の遂行

G

公正､透

明､迅速

なグルー

プ全体の

ガバナン

スの推進

各国の法令遵守および国際規範の尊重

知的財産の保護

機密情報管理の徹底

迅速かつ適切な意思決定

①コンプライアンス教育の推進および法令情報の整備

②特許侵害予防活動の強化と模倣品の撲滅

③コーポレートガバナンスコードを意識した経営

※持続可能な成長に対するCSR課題をESG (E：環境､S：社会､G：ガバナンス) に分類して掲載しています｡
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マテリアリティの特定プロセス

ステップ1：CSRのリスクおよび機会の抽出

中期経営計画の個々の重要課題に対して、当該課題の達成を阻害するCSRリスクや当該課題の達成を推進するCSR機会を抽出して

います｡CSRのリスクおよび機会を抽出する際には、CSRに関連する国際的なガイドラインを参考にしています｡

ステップ2：重要なCSRのリスクおよび機会の特定

ステップ1で特定したCSRのリスクおよび機会の大きさを、事業への影響度(発生の可能性×事

業影響の大きさ)を考慮したスコアリング評価により､事業上の重点課題となるリスクおよび機会

を特定しています｡

次に、事業上の重点課題となるリスクおよび機会に対して、当社グループの事業活動が社会に

与える影響を、CSRテーマの関連数や社会的重要度から評価して、CSRの重点領域となるリス

クおよび機会を特定しています｡

ステップ3：マテリアリティの決定

ステップ2で特定した重要なCSRのリスクおよび機会を整理し、リスク･機会への対応方法を考慮した上で､マテリアリティを決定

しています｡また､必要に応じて､マテリアリティの適切性を担保するために､外部の有識者とのダイアログを通じてステークホルダー

の意見を取り入れています｡

マテリアリティと対応計画

当社グループのマテリアリティとその対応計画の概要を次表に示します。

本表に掲載したマテリアリティについては、測定可能な目標管理や管理基準に基づく運用管理などを実施して、継続的な改善や効果

的な維持管理を図っていきます。なお、策定した計画内容については、変化する周囲の状況などに応じて、必要な見直しを行います。

また､当社グループは､2019年度を初年度とする中期経営計画を展開する際に､当該計画における持続可能な成長に対するCSR課題を

組み込んだ新たなマテリアリティ対応計画を策定しました｡2018年度のマテリアリティ対応計画の総括やマテリアリティの見直しを行

った上で2019年度以降のマテリアリティ対応計画を策定しています｡

なお､新型コロナウイルスの影響により､当社グループの中期経営計画の最終年度を2021年度から2022年度に変更したため､本計画も

2022年度まで期間延長しています｡

CSRの重点領域マトリクス
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マテリアリティ対応計画の概要（2019〜2022年度）

マテリアリティ 活動概要 適用範囲 KPI

CSR･コンプライアン

スの徹底

法令情報の周知とコンプライアンス研修の

推進

国内

①コンプライアンス啓発情報の年間発行回

数

②重大なコンプライアンス違反件数

海外
①コンプライアンス教育計画の達成率

②法令違反リスク対応計画の達成状況

知的財産の保護

第三者知的財産権の侵害回避の徹底､自社知

的財産の活用促進
国内

アセアン地域や中国における特許活用計画

の達成率

模倣品の摘発促進（海外機関アクセスチャ

ネルの拡大など）
海外

模倣品による知的財産権侵害対応計画の達

成率

機密情報管理の徹底

セキュリティ対策の推進と不正アクセス監

視の強化

グローバル
高セキュリティレベル検知時のサイバー攻

撃対応率

国内 大量データ出力時の情報流出確認対応率

情報セキュリティ教育の推進 国内 情報セキュリティ習熟度テストの合格率

人格の尊重

コンプライアンス研修の推進、内部通報制

度の周知徹底

国内 人権教育計画の達成率

海外

①ハラスメント教育計画の達成率

②ハラスメント通報制度導入率(海外グルー

プ会社)

バリューチェーンにおける人権リスク管理

の徹底
国内 人権リスク対応計画の達成状況

多様性の尊重 女性の活躍推進 国内

①女性の活躍を支援する研修の年間実施回

数

②総合職に採用した新卒者の女性割合

人材開発の推進 人材育成プログラムの推進
国内

①従業員の成長を支援する教育計画の達成

率

②スキルマップを活用した職場教育計画の

達成率

海外 グローバル人材育成計画の達成率

労働環境・労働安全衛

生の向上

従業員労働時間管理の徹底、長時間労働発

生時の再発防止対応の推進

国内

①長時間労働発生時の再発防止対応率

②労働時間に関する年間労使協議回数

③有給休暇年間取得基準日数の運用達成率

(10日/人以上)

海外 労働時間管理基準の達成率

労働安全衛生リスクマネジメントの推進

グローバル

①重大な労働災害の発生件数

②休業度数率

③血中鉛濃度管理基準外の作業者数

国内 作業管理区分Ⅲの職場数
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マテリアリティ対応計画の詳細内容は参考文書ページに掲載しています

マテリアリティ 活動概要 適用範囲 KPI

高品質な製品の提供

品質改善や品質コミュニケーション強化の

推進（品質マネジメントシステムの活用）
グローバル

クレーム発生や工程内不良に対する目標の

達成率

メンテナンスサービス体制の強化 国内
製品メンテナンスサービス運用管理基準の

達成率

製品安全教育の推進 グローバル 重大な製品事故の発生件数

環境保護の推進

水資源の有効利用の推進 グローバル 水使用量の削減率(2018年度比)

低炭素社会実現への貢献 グローバル CO2排出量の削減率(2018年度比)

環境汚染の予防 グローバル 重大な環境事故の発生件数

市場に提供する製品の再生材料使用率の向

上
グローバル

鉛蓄電池の鉛原材料に占める再生鉛量の比

率

環境配慮製品の開発と

普及

地球温暖化抑制に貢献する製品に搭載され

る当社製品の市場拡大
グローバル

全製品の売上高に占める環境配慮製品の販

売比率

環境性能を向上させる製品の開発 国内
リチウムイオン電池の寿命性能基準の適合

率

CSR調達の推進

責任ある鉱物調達への対応 国内 責任ある鉱物調査計画の達成率

グローバル･サプライチェーンにおける

CSRリスクの管理
グローバル サプライヤーCSR課題改善計画の達成率

※適用範囲は対象となるすべてのグループ会社を含まない場合があります

ジーエス・ユアサ コーポレーション サステナビリティへの取り組み2021 WEB版

マテリアリティ- 13 -

kunisawa
下線



社会からの信頼を得るために､高い倫理観を持った行動によって適正な利益を得ることを重要視してい

ます。

法令等の遵守

コンプライアンス推進の基本的な考え方

当社は､企業理念である「革新と成長」を通じて人と社会と地球環境への貢献を実践するためには､全従業員が､法令､倫理､社則の遵

守を重視した行動をとることが重要であると認識しています｡

当社社長が全従業員に発信している「コンプライアンス宣言」では､コンプライアンス先進企業となるために､法令違反や倫理に反

した行為による成果を求めない旨をコミットメントし､「ルールやしくみの整備」と「コンプライアンス実現に向けた強い意志」が必

要不可欠であることを示しています｡当社グループでは､当該指針のもと､多角的なコンプライアンス推進活動を全階層の従業員に展開

し､コンプライアンス意識の向上を実効性のあるものにするために､各従業員がなすべきことを自律的に考えさせることを基本的な考

え方としています｡

コンプライアンス意識の浸透

当社グループでは､グループの一員として遵守すべきルールを明確にしたマニュアル(CSRマニュアル)を全従業員に配布して､コン

プライアンス意識の社内浸透を図っています｡

本マニュアルは､当社グループのCSR方針を解説したものであり､各従業員が業務を行う際にどのような行動をすべきかの基準を明

確にしています｡各従業員が行動基準に基づいた行動をとるためのツールとして活用するために､本マニュアルには次の事項を掲載し

ています｡

具体的なコンプライアンス運用事例やコンプライアンスリスク顕在化事例（Q&A形式やコラムで解説）

行動基準を遵守しているかを自己診断するチェックリスト

また､本マニュアルにコンプライアンスリスクを容易に発見するしくみである内部通報制度の活用方法や危機事象発生時の緊急連絡

体制を掲載することによって､コンプライアンス違反事案への早期対応の実現を図っています｡

CSR職場ミーティング

コンプライアンス職場ミーティングは､コンプライアンス意識を従業員一人ひとりに浸透させることを目的に､2012年度からはじま

り､2020年度まで9年連続で開催しています｡

2018年度からは､CSR方針に関連するテーマを取り上げた「CSR職場ミーティング」として実施し､株式会社 ＧＳユアサの全職場

(364職場)だけでなく､国内グループ会社(22社)も適用範囲の対象にしています｡各テーマを管轄する部門が作成した教材を使用する

ことで､当社グループの状況に応じた教育内容にしています｡

2020年度に実施した本ミーティングでは､多くの職場で活発な意見交換が行われ､97%の職場が｢有効だった｣と評価しています｡

本ミーティングは､今後も継続して開催し､常に最新かつ教育効果の高いテーマを採用していきます｡

公正、透明かつ健全な事業活動の推進と腐敗の防止
Developing Fair, Transparent, and Sound Business, and Anti-Corruption

ジーエス・ユアサ コーポレーション サステナビリティへの取り組み2021 WEB版

公正、透明かつ健全な事業活動の推進と腐敗の防止- 14 -



企業理念

CSR方針と行動規範

ダイバーシティ

意図的な不正行為の防止

機密情報の取り扱い

下請法

個人情報の保護

安全保障貿易管理

知的財産

人権の尊重

ハラスメント

労働時間管理

安全衛生

製品安全

特定施設届出

地球温暖化と企業の責任

サプライチェーンにおける社会的責任活動の推進

企業倫理ホットライン

当社グループは、「企業倫理ホットライ

ン規程」を制定しており、従業員、派遣社

員、サプライヤー様などが、当社グループ

の従業員などによる法令および社則の違

反、その他の不正または不適切な行為、ま

たはそのおそれがある事項を発見した場合

に、匿名での通報が可能な「企業倫理ホッ

トライン」を社内外に設置しています。

2020年度はハラスメントに関する事案を

含む4件の通報がありました｡情報提供者

の保護を確保した上で､必要な調査を行い､

適切な措置を講じています｡

年度 件数

2016 5

2017 6

2018 10

2019 7

2020 4

反社会的勢力の排除

当社グループは､「反社会的勢力である個人および団体とは一切の関係を持たない」ことをCSR方針で明確にしています｡また､

CSR行動規範では､「反社会的勢力との関係の遮断」を掲げ､「株主の権利行使に関連して､いかなる形の財産上の利益を供与しないこ

と」「反社会的勢力である個人および団体との取引関係､その他いかなる関係も持たないこと」を具体的な指針として定め､これらの

方針および行動規範を全従業員に周知しています｡

CSR職場ミーティングのテーマの例

企業倫理ホットラインへの通報件数
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情報セキュリティ

情報セキュリティへの取り組み

当社は、グローバルな情報セキュリティへの取り組みが重要であると考えています。外部セキュリティサービスによる通信状況の

常時監視や不正アクセス検知システムの導入などを通して、社内ネットワークへの不正アクセスを防止し、被害を未然に防止するこ

とができるように取り組んでいます。また、機密情報の流出防止を図るために、社外持ち出しパソコンに対してデータを暗号化して

います。さらに、従業員に対して、情報セキュリティハンドブックの配付やeラーニングによる教育などを通じて、「情報システム利

用管理手順」を遵守する啓蒙活動を推進しています。海外グループ会社についても、国内のセキュリティ対策を基準にした対応状況

の調査を行い、セキュリティが脆弱な箇所への対策を行うように指導しています。

知的財産

知的財産保護への取り組み

当社は､技術開発の成果である知的財産を重要な資産の一つとして捉えています｡

毎年､国内では約200〜300件､海外では約100〜150件程度の特許を出願しています｡積極的な特許出願を通じて､当社グループの

優位性のある技術を守り､模倣品を排除することによって､お客様の信頼を守ることを基本としています｡

2019年度からは､従前の知的財産保護活動に加えて､特許分析やAI/IoTに関連した特許活動の推進、また海外グループ会社における

知的財産リスクの回避を目的とした活動にも注力し､当社グループの最先端およびグローバルな事業推進を知的財産分野から支援して

います｡また､海外で頻発する模倣品による被害に対しては､不正商品の摘発や訴訟などを通じて､お客様が安心して当社製品を購入で

きる活動に継続的に取り組んでいます｡

透明性のある情報開示

社会との良好なコミュニケーション

当社グループは､持続的に成長し､企業価値を向上させていくためには､多様なステークホルダーと前向きに対話して理解を得ながら

事業活動を行う必要があると考えています｡

近年､株主や投資家の資産運用は多様化しており､投資先企業の環境への取り組みやステークホルダーとの関係性などに強い関心を

持っています｡当社グループでは､財務情報だけでなく､持続可能性に関する重要な情報を適切に開示することで､経営の透明性を高め

る取り組みを推進しています｡

当社グループのCSRコンテンツにおいても､当社グループが社会や環境に与える重大な影響などについて､正確でわかりやすく､有用

性の高い情報を社会に提供することによって､幅広いステークホルダーとのコミュニケーションを通じた相互理解の深度化による信頼

関係の構築を目指しています｡

ステークホルダーとのコミュニケーション

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様とさまざまな機会を通じてコミュニケーションを図っています。

IR活動としては、四半期ごとの決算説明会に加え、機関投資家との個別面談、個人投資家向けの説明会などを定期的に実施してい

ます。また、Webサイトを活用した情報発信も積極的に行っています。

当社は、このような活動を通じて得られた意見を経営層で共有し、経営や事業活動に反映するよう努めています。
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　(個人投資家のみなさまへ) https://www.gs-yuasa.com/jp/ir/individual/

リスク管理

基本的な考え方

当社グループでは、企業が永続的に成長していくために、リスク管理は欠かすことができないものと考えています。リスクが顕在

化することによって発生した危機事象が当社グループや社会に重大な影響を及ぼすことがないように、当社グループは基本的な考え

方として次の2つが重要と考えています。

まず、リスクを予見、把握し、適切な事前措置を実施することによって、リスクの顕在化（危機事象の発生）の未然防止を行いま

す。また、万が一、危機事象が発生した場合に損失を最小限に抑えられるように、あらかじめ有効な措置を講じておきます。当社グ

ループでは、このような考え方を基本とした適切なリスク管理を推進する「リスク管理規則」を制定しており、従業員などの責務や

リスク管理推進体制などを規定しています。

IR活動の実績(2020年度)

対象 活動内容 実績

株主 株主総会 1回

機関投資家､アナリスト

決算説明会 4回

個別面談 国内172回､海外21回

カンファレンス 3回

スモールミーティング 5回

個人投資家 個人投資家向け説明会 1回

※2020年度の個人投資家向け説明会は､新型コロナウイルス感染拡大の影響により､オンラインでの開催1回のみとなりました(2019年度は7回実施しています)｡そのた

め､当社では個人投資家向けのWebサイトをリニューアルして情報の充実化を図りました(個人投資家向け説明動画や資料の掲載など)｡

リスク管理の体制と機能
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グループリスク管理委員会によるリスクマネジメント

グループ全体のリスク管理の推進とリスク情報の共有化を図るために、半年に1度、当社社長を委員長とし、各部門リスク管理委員

長を構成員としたグループリスク管理委員会を開催しています。同委員会では、リスク管理施策の決定を行うとともに、各部門リス

ク管理委員長が報告したリスク管理状況に対して適切なリスク管理措置が実施されていることを確認しています。また、それぞれの

リスク管理のあり方について、積極的な意見交換と情報共有を行っています。

リスク管理シートによるリスクマネジメント

各部門では、リスク管理規則に従って、「リスク管理シート」を用いたリスクマネジメントを実施しています。活動概要は次の通

りです。

step.1：各部門や従業員によるリスクの洗い出し

step.2：基本対応の決定(リスク回避策､リスク軽減策)

step.3：各施策の実施状況の確認(毎月実施)

また、万が一、危機事象が発生した場合には、危機事象の内容、対応の経緯、原因究明、再発防止策をリスク管理シートに記入し

ています。再発防止策については、「基本対応」にフィードバックした上で、その実施状況を毎月確認することにより、同様の危機

事象が再発しないしくみとしています。

部署ごとに作成されたリスク管理シートは部門ごとに集約され、その部門を管掌する取締役が出席するリスク管理委員会でリスク

対応状況の確認や評価を行います。委員会における議論の内容は、必要に応じて各部署へフィードバックされ、リスク管理の実効性

を向上させるしくみとなっています。

危機発生時の体制

リスクが顕在化する事態に備えて、経営危機事象を迅速に把握する緊急連絡網などの体制を整備しています。重大な危機事象が発

生した場合には、会社損失の最小化を図るために、当社社長を委員長とし、グループリスク管理委員会の中から選定された委員を構

成員とする危機管理対策本部を設置して、迅速かつ十分な注意をもって適切に対応します。

当社グループのコーポレート･ガバナンスの概要については､こちらをご参照ください｡


（https://www.gs-yuasa.com/jp/ir/governance.php）
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当社グループは、企業理念である「人と社会と地球環境に貢献します」を実現するためには、


すべての人の人権が尊重されることが不可欠だと考えています。

人権に配慮した経営の推進

人権尊重に対する基本的な考え方

当社グループは､人権尊重は事業活動の基本であり､当社グループの意思決定や活動による人権侵害の発生を防止することが経営上

の重要な要素と認識しています。また､グローバルに事業展開を行っているため､当社やグループ企業だけでなく､国内外のサプライヤ

ー様などの事業パートナーとの取引関係における人権課題も適切にマネジメントすることが重要であると考えています。

近年､国内外における人権に関する法制度の整備が進み､企業の人権課題に対する取り組みがステークホルダーの大きな関心事にな

っています｡当社グループでは､グループ全体のCSR活動の基礎となる社長方針(CSR方針)に人権尊重の基本的な考え方を示して､従業

員に周知しています｡また､国際的な人権規範である｢ビジネスと人権に関する指導原則｣に基づいた人権デューディリジェンスを活用

した人権リスクマネジメントを推進しています｡

人権尊重に関する方針 (CSR方針から抜粋)

2. 人権の尊重

GS YUASAは､強制労働､児童労働の排除はもとより､すべての人の人権および労働者としての基本的権利を尊重します。

人権課題の特定

当社グループは､人権リスク(事業活動によって発生する直接的･間接的な人権侵害のおそれ)を適切にマネジメントするために､人権

リスクの対象となる人権課題を社外有識者と協働して特定しています。なお､人権課題を特定する際には､次の事項を考慮していま

す。

グローバルに事業展開する製造業がマネジメントする必要のある人権課題

人権への影響を受ける対象者の適用範囲をバリューチェーン全体に設定(自社の従業員のみならず､サプライヤー労働者､地域住民､

顧客･ユーザーなどを含める)

サプライチェーン上で発生している人権侵害への関与(人権侵害の加担)

他社における人権リスクの顕在化事例

人権の尊重
Respect for Human Rights
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優先的に対処すべき人権課題の改善

当社グループでは､人権課題に対するリスク評価を実施して､優先的に対処すべき人権課題を決定しています。人権課題への対応や

人権リスク顕在化の状況把握が可能な人権リスク対応チェックリストを活用して､人権への影響度を評価しています。当社グループの

事業活動が、誰の何の権利にどのような負の影響を与えているかという観点に立って､事業ではなく人を起点としたリスク評価を行っ

ています。なお､優先的に対処すべき人権課題については､既存の事業プロセスに統合して人権リスク対策を講じています。

サプライチェーンにおける人権リスクマネジメントについては､サプライヤー様に対して人権課題への対応状況を確認するアンケー

ト調査を行い､必要に応じてサプライヤー様に人権リスク対策を要請しています。また､鉱物サプライチェーン上のさまざまなステー

クホルダーと連携して､鉱物調達における人権侵害の加担を回避する活動を推進しています。

当社グループの主要事業会社(株式会社 ＧＳユアサ)における優先的に対処すべき人権課題の概要を次表に示します。今後は､国内外

のグループ子会社に本プロセスを展開していく予定です。

当社グループの事業活動が影響を及ぼす可能性のある人権課題

人権課題

人権の影響を受ける対象者

サプライヤ

ー
従業員 地域住民

顧客､ユーザ

ー
地域社会

強制労働 ● ●

児童労働､若年労働者への危険有害業務 ● ●

長時間労働 ● ●

不十分な労働対価 ● ●

不安全･不衛生な労働環境 ● ●

団体交渉の拒否 ● ●

差別 ● ●

非人道的な行為(ハラスメントなど) ● ●

鉱物サプライチェーンでの人権侵害 ●

QCD優先調達による間接的な人権侵害 ●

プライバシーの侵害 ● ●

製品事故による健康被害 ●

環境汚染による健康被害 ●

資源搾取による生活環境の破壊 ●

設備稼働開始に伴う生活環境の破壊 ●

事業展開に伴う居住権侵害 ●

人員整理に伴う不十分な補償 ●

企業広告における差別的表現 ●
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人権侵害に関する苦情処理メカニズムの整備

当社グループでは､バリューチェーン全体における人権への負の影響の防止･軽減を図るとともに､負の影響を受けた被害者を救済す

るしくみ(企業倫理ホットライン)を運用しています。

事業活動により人権侵害を受ける可能性のある従業員(サプライヤー様を含む)が直接､人権への負の影響に関する相談や報告の申し

立てが可能な内部通報制度を社内外に構築しています。人権侵害の懸念情報を受け付けた場合には､速やかに､当該情報の正当性を分

析し､分析結果に基づいて適切な是正処置を実施することで､時間経過に伴う人権リスクの拡大防止を図っています。

人権教育の推進

当社グループでは､人権に配慮した事業活動を実践するための従業員教育を推進しています。

従業員が、さまざまな人権課題を認識し、人権に配慮した事業活動の重要性を理解するために、次のような啓発･教育活動を実施し

ています。また、必要に応じて、人権マネジメントに関する講習会などに参加して、人権に係るリスクや負の影響を適切に特定･評価

するための知識の向上を図っています。

人権尊重に係る認識教育

人権尊重やハラスメントをテーマにした職場教育(ミーティング、ディスカッション)

人権尊重に対する意識啓発を目的に作成した冊子の配布および社内メールマガジンの配信

当社グループのCSR方針を解説したマニュアルの配布

海外拠点長を対象にした人権リスクに関する説明会の実施

優先的に対処すべき人権課題（株式会社 ＧＳユアサ）

優先的に対処すべき人権

課題
人権リスク

人権の影響を受ける対

象者

不安全･不衛生な労働環

境

不適切な労働安全衛生管理により､労働者が健康に働くことができないリス

ク
従業員

環境汚染による健康被害
事業活動で発生する大気汚染や水質汚濁により､地域住民の生命や健康を害

するリスク
地域住民

企業倫理ホットラインについてはこちらをご覧ください（https://www.gs-yuasa.com/jp/csr/governance.php#tag_h315）

人権尊重やハラスメントをテーマにした職場教育の実施状況（2020年度）

対象 対象職場数 職場実施率(%) 平均実施時間(時間)

株式会社 ＧＳユアサ 378 100 2.5

国内グループ会社 167 100 2.9

合計 545 100 2.6

※株式会社 ＧＳユアサについては全従業員に対して実施
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TOPICS

ダイバーシティをテーマとした職場教育の実施

株式会社 ＧＳユアサでは､すべての従業員を対象にしたミーティング形式の人権教育を継続的に実施しています。2020年

度は､受講必須テーマに｢ダイバーシティ｣を設定して､多様性を尊重することの重要性やアンコンシャス･バイアス(過去の経

験･知識･信念などによって無意識に持っている他者への偏見)が引き起こす職場への悪影響などに対する認識向上を図ってい

ます。今後も､すべての従業員が多様な個性を活かすことができるように､多様な価値観を尊重する風土づくりを促進してい

きます。

差別の禁止と多様性の尊重

公正な選考および機会の提供

当社グループでは、能力やパフォーマンスに基づく公正な選考、評価、育成を実施しています。従業員の採用、人事評価、その他

の人事処遇などにおける差別を禁止し、人種、性別、性的マイノリティ、国籍、出身国、障がいの有無、宗教、政治的見解を問わ

ず、多様性を尊重しています。

労働者の権利の尊重

労使一体での「働きやすい環境づくり」

国内グループ会社では、働きやすい環境づくりを労使一体で推進しています。

株式会社 ＧＳユアサでは、ユニオンショップ制を採用しており、原則として管理職以外のすべての正規従業員は労働組合に加入し

ています。また、従業員の労働条件や福利厚生をはじめ、国内グループ会社の経営施策に対する労働組合の提言や活発な議論によ

り、相互理解を深めながら事業を進めています。

従業員の人事異動に際しては､異動発令の1か月前までに本人へ勤務場所や業務内容の説明を行っています。なお､労働組合員の異動

については､労働組合が不合理な異動の有無などを本人に確認しており､労働者が納得して成長できる機会となる組織づくりを労使協

働で行っています。

今後も労使が一体となって､企業運営の客観性や透明性を確保するとともに諸施策の実効性を高めていきます。

労使協議体制（国内グループ会社）

労使協議体の名称 開催頻度 内容

経営協議会 年4回 会社の経営方針、経営状況、事業執行状況などに関する協議

部門委員会 月1回 研究開発部門および事業部門ごとの課題に関する協議

工場委員会 月1回 生産部門の課題に関する協議

安全衛生委員会（法定） 月1回 労働災害防止の取り組みに関する協議

労働時間専門委員会 月1回 労働時間の状況確認および改善に関する協議

次世代専門委員会 年4回 育児・介護支援制度および多様な労働条件の整備に関する協議
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強制労働、児童労働の禁止

強制労働や児童労働などに対する基本的なルール

当社グループは、強制労働や児童労働などに対する基本的なルールを定めて運用しています。また、サプライヤー様において強制

労働や児童労働の事実が発覚した場合には､ただちに是正するしくみを構築しています。

強制労働、児童労働の禁止

私たちは、強制労働を行わず、法定就業年齢に満たない児童を労働させません。また、いかなる形であれ強制労働、児童労働に加担

しません。

人権侵害への加担の回避

私たちは、間接的であっても人権侵害に加担しません。

現代奴隷や賃金格差に関する法令への対応

当社グループは､各国や各地域の法令･ルールを遵守し､事業の透明性を確保する活動の一つとして､2015年に施行された英国現代奴

隷法や2017年に施行された男女間賃金格差情報規則に対応しています。

英国の海外グループ会社であるGS Yuasa Battery Europe Limited（以下､GYEUR）では､これらの法令に対するステートメント

や取り組み状況などに関する情報を企業サイト上で開示しており､今後も定期的に当該情報を更新していきます。

人格の尊重

ハラスメント防止への取り組み

当社グループは､ハラスメント行為が従業員の尊厳を傷つけ､職場環境の悪化を招く人権侵害であると認識しているため､ハラスメン

ト行為を防止する対策に取り組んでいます。

2020年度からは､ハラスメント防止に関する方針の周知徹底を図るために､従業員への方針周知カードの配布や､ハラスメント防止

啓発ポスターを職場に掲示しています。また､職場におけるパワーハラスメントをテーマとしたeラーニングを開催して､従業員の理解

度向上を図っています。さらに､当社グループで働くすべての従業員が利用可能なハラスメント相談専用の窓口を開設して､早急にハ

ラスメントの被害者を救済するしくみを運用しています。

当社グループは､ハラスメント防止策を推進することによって､すべての人が気持ちよく働くことのできる職場環境を整備し､コミュ

ニケーション豊かな風通しの良い職場づくりを目指しています。

ハラスメント防止方針

当社グループは､セクシャルハラスメントやハワーハラスメントなど､個人の尊厳を損なう行為を許しません。また､それら

を見過ごすことも許しません。

当社グループの従業員は､ハラスメントなどの個人の尊厳を損なう行為を行ってはなりません。

当社グループは､ハラスメントなどの解決のために相談窓口を設け､迅速で的確な解決を目指します。相談者や､事実関係の

確認に協力した方に対し､不利益な取り扱いは行いません。また､プライバシーを守って対応します。

当該情報の掲載内容についてはこちらをご覧ください（GYEURのサイトへリンクします[英語]）

（https://www.yuasa.co.uk/csr-policies-modern-slavery-statement/）
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海外グループ会社に対する人権リスク管理

海外グループ会社における人権課題への対応

当社グループでは､事業活動による人権への負の影響を回避または緩和するために､海外グループ会社における人権課題に対応する

活動を推進しています。

当該活動では､当社グループのCSR推進メンバーが海外グループ会社の労働環境などを現地巡視して､事業活動を行う国･地域の法規

制などの遵守状況の確認や人権に対する国際的な基準との比較などを行っています。また､巡視結果を分析･評価し､事業活動を行う

国･地域の文化や習慣などを考慮した上で必要な対策を講じています。

強制労働､児童労働､差別の有無

労働時間､賃金の管理

多様性の尊重(障がい者雇用､女性活躍推進など)

人道的待遇(ハラスメント､内部通報制度など)

結社の自由

労働安全衛生､健康管理

働きやすい職場環境(離職率など)

人材育成､公正な評価､処遇制度の運用

労務管理の徹底

海外グループ会社に対して労働時間や賃金の管理状況に関する調査を行い､調査結果をフィードバックすることで労務管理におけ

る問題点の共有化を図りました｡海外グループ会社が適切な労務管理を実現できるしくみの構築を目指した活動を推進していま

す｡

ハラスメントの防止

国内から出向している駐在員に対して､当社グループの人権に関する方針やハラスメントに関する社会動向などを解説した動画コ

ンテンツを配信しました｡今後､駐在員が現地の従業員にハラスメント防止研修を実施する予定です｡

健康被害の防止

製品の原材料として使用する鉛による健康被害を防止するために､従業員の血中鉛濃度の定期的な測定結果に応じた労働環境の改

善を図りました(鉛を取扱う生産設備の改善､保護具の適切な使用方法の指導など)｡

主な巡視項目

人権課題への対応例(2020年度)
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当社グループは、多様性を尊重し、働きやすい職場環境の維持、向上に努めています。


また、現場を重視した人材育成に取り組んでいます。

働きやすい職場環境の提供

基本的な考え方

当社グループは、誰もがその能力を十分に発揮し、心身ともに健康でいきいきと働き続けることが重要であると考え、働きやすさ

や働きがいを重視した取り組みを推進しています。また､コミュニケーション豊かな風通しの良い職場環境づくりを促進しています｡

当社グループは、従業員満足度を向上させる取り組みを通じて、優秀な人材の確保や労働生産性の向上による企業競争力の強化を

図っています。

適正な労働環境の維持、向上
Conservation and Improvement of Adequate Working Environment

新規雇用者の人数と比率（2020年度、国内事業会社）

年齢層

新規雇用者数 (人) 比率 (%)
新規雇用者数の内訳 (人)

新卒採用 中途採用

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

10代 30 5 17.5 2.9 30 5 0 0

20代 74 22 43.3 12.9 45 15 29 7

30代 27 4 15.8 2.3 0 0 27 4

40代 5 2 2.9 1.2 0 0 5 2

50代 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0

60代 2 0 1.2 0.0 0 0 2 0

合計 138 33 80.7 19.3 75 20 63 13

離職者の人数と離職率（2020年度、国内事業会社）

年齢層

離職者数 (人) 離職率 (%)

男性 女性 男性 女性

10代 0 0 0.0 0.0

20代 12 6 2.2 4.2

30代 13 1 1.8 0.8

40代 3 0 0.4 0.0

50代 1 2 0.1 1.8

60代 3 0 1.9 0.0

合計 32 9 1.0 1.8
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TOPICS

GLTD制度の導入

当社グループは､従業員が安心して働ける環境整備や福利厚生制度の拡充を目的として､2019年11月よりGLTD(団体長期

障害所得補償保険)制度を導入しました｡GLTD制度は､従業員が病気やケガによって長期療養を余儀なくされた場合に､収入の

心配をせず療養に専念できる環境を整え､早期の復職を支援するものです｡最長60歳までの一定収入を補償するとともに､従

業員の自助努力によって補償額を上乗せすることが可能となっています｡

安全かつ衛生的な労働環境の維持､向上

トップの強い意思に基づいた安全衛生の推進

当社グループは､すべての従業員を怪我や病気から守ることに尽力する旨をコミットメントした当社社長の安全衛生宣言に基づい

て､全社一丸となって安全文化構築へ向けた活動を推進しています｡

そのために､グループ全体における安全衛生に対する取り組みの基本的な考え方を示した｢安全衛生方針｣を制定し､グループ全体の

安全衛生を統括管理する部門が国内事業所や海外グループ会社の安全衛生管理の強化を図っています｡また､各事業部門や事業会社に

設置している安全衛生委員会を中心とした組織体制を構築して､安全衛生活動を実施しています｡

海外グループ会社では､半数の蓄電池生産会社が国際規格に準拠した労働安全衛生マネジメントシステムを認証取得しています｡

PDCAサイクルに基づく体系的なしくみを有効的に活用することで､安全衛生パフォーマンスの継続的な改善を図っています｡現在､国

内事業所においても､国際標準規格に準拠した労働安全衛生マネジメントシステム（ISO 45001）の認証取得を順次進めており､安全

衛生方針の達成に向けた効果的なマネジメントの実現を目指しています｡

従業員の人数と比率 (2020年度、国内事業会社）

区分

人数 (人) 比率 (%)

男性 女性 男性 女性

正社員 2,972 467 86.4 13.6

有期雇用社員 166 20 89.2 10.8

合計 3,138 487 86.6 13.4
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安全衛生方針

方針

私たちは安全と健康を守る企業風土を構築します。

行動指針

トップマネジメントは以下の行動指針を示すことにより、安全衛生方針を達成します。

1. 法規制の遵守と共に全ての業務において、安全衛生を確保するための手順を定め、資源を投入します。

2. 安全衛生目標を設定し、その達成のため、マネジメントシステムを継続的に改善し、維持・向上させます。

3. 管理・監督者は安全衛生の危険源を把握し、その低減措置を計画的に実行します。

4. 管理・監督者は従業員との協議、対話の場を通じて、意見を活動に反映していきます。

5. 管理・監督者は従業員の不安全行動を見過ごさず、指導します。

6. 従業員は決められたルールを守り、自らの安全・健康を確保します。

7. 従業員は危険源を発見したときは上司に報告し、改善を求めます。

労働災害リスクの低減

国内事業所における工場内のすべての職場では､リスクアセスメント手法を用いて安全総点検を行うことで潜在的な危険源を特定

し､リスクの大きさに応じた低減措置を実施しています｡安全衛生担当役員が主導する定期的な構内安全巡視活動における指摘事項に

ついても同様の措置を講じています｡労働災害が発生した場合には､発生原因を究明して再発防止策を講じるとともに､全従業員に災害

発生状況をタイムリーに情報共有することで､労働災害リスクの顕在化防止に向けた活動を実施しています｡また､有害物質を取り扱う

職場においても､化学物質のリスクアセスメントを活用したリスク低減対策を講じるとともに､法令に基づいて作業環境や作業者の健

康への影響を定期的にモニタリングしています｡2020年度からは､業務上災業の原因の上位を占める｢機械による挟まれ･巻き込まれ｣

を撲滅するために､本質的対策(危険源の排除など)や工学的対策(安全機能を備えた設備への改善など)に力を入れています｡

海外グループ会社の生産工場に対しては､CSR推進メンバーによる安全衛生監査の結果に基づいた労働災害リスクの再評価や危険箇

所の指摘などを継続的に実施しています｡指摘事項への改善に際しては､国内の管理基準や運用プロセスを情報共有して､グループ全体

のリスク低減に繋げています｡2020年度は､世界規模で流行している新型コロナウイルス感染拡大を防止するために､海外グループ生

産工場への現場監査を中断していますが､重大な労働災害リスクの管理状況をアンケート調査などで確認しています｡また､各工場で実

施しているリスク対策情報を共有化して､重大な労働災害リスクの顕在化防止を図っています｡さらに､国内事業所で作成した教材(労

働災害対策事例集など)を各工場に配布することで､より効果的な安全衛生教育の実現に対する支援を行っています｡

組織体制の概要
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工場内の通行における安全の確保

国内事業所では､ソフトポールの設置による歩車分離､横断歩道の数や位置の最適化､車両の一方通行化､自転車の乗り入れ制限など

の取り組みによって､工場内の通行における安全環境を整備しています｡

京都事業所では､構内の駐車場や駐輪場を歩行路のない場所に移設することで､歩行者と車両との接触機会を削減する抜本的対策を

実施しました｡また､工場周辺の道路や歩道の見通しを良くする対策や車両の出入りを知らせる自動警報装置を設置することで､通用門

付近を通行する自転車や歩行者の安全を確保しています｡

また､海外グループ会社も事業所内の安全環境の整備に取り組んでいます｡タイにあるYuasa Battery (Thailand) Pub では、事業

所内の路面に減速マークを表示することで､構内走行時における車両速度の抑制化を図っています。

当社グループは､工場内の移動によって発生する事故を防止するために､今後も工場内の交通安全措置と通行ルールの徹底化を図っ

ていきます｡

ソフトポール設置による歩車分離


(京都事業所)

減速マークを表示した路面


(Yuasa Battery (Thailand) Pub)

熱中症への対策

国内事業所では､熱中症による労働災害が近年増加している状況に対応するために､高温多湿な作業環境での身体への悪影響を緩和

する対策や休憩時間のタイミングなどを示した熱中症対策ガイドラインの労働者への周知など､熱中症による労働災害の発生防止に取

り組んでいます。

2020年度は､当日の熱中症警戒レベルを示すのぼり旗を構内に掲げて従業員への注意喚起を促すとともに､熱中症対策セミナーを定

期的に開催しました｡作業現場では､体温上昇を抑制する作業服を導入し､熱中症の初期症状を緩和する応急処置セット(塩分補給品､保

冷剤)を常備しています｡また､京都事業所では､構内の歩行時における日傘の利用を推奨することで､従業員が屋外で直射日光を浴びな

い対策を実施しました｡

休業度数率および休業強度率(株式会社 ＧＳユアサ)

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

休業度数率*1 0.85 0.45 0.47 0.62 0.55

製造業平均度数率 1.15 1.02 1.20 1.20 1.21

休業強度率*2 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00

製造業平均強度率 0.07 0.08 0.10 0.10 0.07

*1 休業度数率：労働時間100万時間当たりに発生する休業者数を示すもので、次の式で表される。

*2 強度率：労働時間1,000時間当たりの災害によって失われた労働損失日数を示すもので、次の式で表される。
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熱中症警戒レベルを示すのぼり旗

労働者の安全意識の向上

当社グループでは、安全衛生管理の運用を維持向上させるために、労働者の安全意識の向上を図る活動を実施しています。

また､安全衛生リスクを顕在化させない教育訓練を通して､安全衛生活動の定着化やレベルアップを図っています｡

安全意識の向上を図る活動の例

労働安全に対する経営幹部の決意表明書の全職場への掲示

構内での安全に対する基本事項を示した構内安全カードの配布

安全衛生意識調査の定期的な実施

構内における安全基本行動*に対する意識向上を目的とした啓発ポスターの掲示

安全衛生リスクの顕在化防止に対する教育訓練の例

安全手法(危険予知､リスクアセスメントなど)に関する教育の定期的な実施

職場に存在する身近な危険を体験的に理解する危険体感教育の定期的な実施

危険体感教育の風景(京都事業所) 危険体感教育の風景(P.T. GS Battery)

*ポケットに手を入れて歩行しない､階段昇降時には手すりを持つ､歩行時における視界の悪い場所での指差確認など

ジーエス・ユアサ コーポレーション サステナビリティへの取り組み2021 WEB版

適正な労働環境の維持、向上- 29 -



適正な労働時間の維持

労働時間の最適化

当社グループは、従業員の健康を守り、安心して働ける職場の実現を目指して、労使が協力して労働時間の適正化に取り組んでい

ます。株式会社ＧＳユアサでは、労働時間の正確な把握と管理を行うシステム（勤怠管理システム、入出門管理システム）を導入し

て運用しています。また、労使で毎月開催する労働時間専門委員会で長時間労働者などの状況確認を行うなど、適正な労働時間管理

に取り組んでいます。

長時間労働となった従業員に対しては産業医面談による健康状態の把握などを行い、上司への長時間労働抑制勧告制度（「働き方

改革」参照）により労働時間の削減対策を講じています。また、毎年、従業員に対して労働時間ルールの理解促進と適切な労働時間

管理をテーマとしたコンプライアンス教育を実施しています。

働き方改革

当社グループでは、従業員の心身の健康を維持することによる仕事の効率性や業務に対する創造性の向上を目的として、労使が協

力して長時間労働抑制や年次有給休暇の取得促進に取り組んでいます。

メリハリのある働き方を目指す取り組みの事例

週1回のノー残業デーの設定

年間最低10日間の年次有給休暇取得の義務化

所定休日の2日連続労働の禁止

深夜帯時間外労働の禁止（午後10時～翌午前5時）

基準時間超過労働者のモニタリング、上司に対する長時間労働抑制対策実施勧告制度の運用

年間総労働時間

※対象者：一般社員（休職者・海外駐在員除く）

※年間所定労働時間：所定労働時間－休暇取得時間－遅刻および早退などの不在時間

※期間：1月～12月

年次有給休暇取得率

※対象者：一般社員（休職者・海外駐在員除く）

※期間：9月～8月
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最低賃金の確保

適切な賃金の支払い

従業員が安心して健康的に暮らしていくためには､従業員にとって重要な生活の糧となる賃金を適正かつ確実に支払う必要がありま

す｡

当社グループでは､正しく計算された賃金を遅滞なく従業員に支払うため､適切な労働対価の支払い方法などを定めた社内規則に基

づく運用を徹底しています｡また､賃金支払い時には､従業員が理解可能な給与明細書を提供し､給与明細書には労働対価を確認できる

十分な情報を含めています｡なお､性別による賃金格差が発生するような制度(男女別の賃金体系や人事評価基準など)は設けていませ

ん｡

当社グループは､地域の最低賃金以上の基本給を従業員に支払うことはもとより､雇用形態に関わらない公正な待遇を確保する取り

組みを推進しています｡

職種 比率(平均)

総合職 137％

製造職､事務職 114％

中長期的な人材育成と適切な評価

自律型人材の育成

当社グループでは、現場が企業価値を生み出すエンジンであり、その主役は現場で働く従業員であると考えています。そのため

に、最善の人材育成の場である日常の活動現場では、課題管理制度を中心としたOJT（On-the-Job Training）を通じて、自律型人

材の育成に取り組んでいます。

また、階層別研修や自由参加型研修などのOff-JT（Off-the-jobTraining）によって、キャリア開発やマネジメント能力の向上を図

っています。なお、キャリア開発については、全従業員がキャリア形成に関するレビューを毎年実施することによって、従業員が主

体的に仕事に対する目標やありたい姿を考えていくキャリアマネジメントを促進しています。

さらに､多様な人材が活躍できる教育環境を整備し､従業員の多様な個性を活用して組織力の強化を図るダイバーシティ･マネジメン

トを推進しています｡

地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(2021年度､株式会社 ＧＳユアサ)

*地域別最低賃金改定状況データ(厚生労働省)を参考に算定
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項目 区分 平均研修時間

性別

男性 3.9時間

女性 6.1時間

従業員区分
無期雇用 4.4時間

有期雇用 0.5時間

人材育成の基本

研修体系

区分 研修名

階層別
●新任部長研修､●新任課長研修､●新任リーダー研修､●キャリアアップ研修(6年目)､●スキルアップ研修(3年目)､

●ロジカルコミュニケーション研修(2年目)､●新人研修､●サポーター研修

ビジネスス

キル

●ロジカルコミュニケーション研修､●ファシリテーション研修､●タイムマネジメント研修､●プロジェクトマネジ

メント研修､●英文Eメールライティング研修､●外部技能講習

自己啓発
●語学オンラインレッスン､●通信教育､●オンライン講座､●ビジネス実務法務検定®(外部)､●ビジネス会計検定(外

部)

グローバル

人材育成
●海外実習派遣制度(駐在候補者の養成)､●海外赴任前研修(語学､マネジメントスキルなど)

女性活躍推

進
●女性キャリアデザイン研修､●女性部下を持つ管理職のマネジメント研修､●リーダーシップ強化プログラム

従業員一人あたりの人材育成研修年間平均時間（2020年度、株式会社 ＧＳユアサ）
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TOPICS

女性取締役と管理職の交流会を開催

2021年5月､当社グループ初の女性取締役と女性管理職との交流会を開催しました｡

当日は参加者が抱える具体的な課題も取り上げながら､お互いの現状を共有しました｡また､様々な意見交換によって､当社

グループが目指すダイバーシティは女性活躍推進にとどまらず､あらゆる多様性を尊重していく､という方向性を改めて確認

できた機会となりました｡

障がい者の雇用

株式会社 ＧＳユアサは、障がい者雇用を推進するために、2007年 12月に特例子会社*の認定を取得した会社を含め、障がいを持

つ従業員に働く場を広く提供しています。

2021年4月1日時点における株式会社 ＧＳユアサの障がい者雇用率は、法定雇用率(2.3%)を上回る2.56%です｡今後も継続して、

障がい者の能力や特性に応じた雇用管理などの取り組みによって､働きやすい職場環境の維持および向上に努めます。

TOPICS

障がい者雇用に対する外部評価

株式会社 ＧＳユアサは､障がい者における雇用促進と職業安定化を図るため

に障がい者を積極的に雇用した事業所(障害者雇用優良事業所)として､独立行政

法人高齢･障害･求職者雇用支援機構から雇用支援機構理事長表彰を受賞しまし

た｡今後も､特例子会社である株式会社 ＧＳユアサソシエと協働して､継続的に

障がい者雇用を促進していきます｡

高年齢者の再雇用

当社グループでは、定年を迎えた従業員が豊富な経験や高度なスキル・技能を活かして働き続けられる再雇用制度を運用していま

す。定年を迎えた従業員が雇用延長を希望する場合、業務の必要性や本人の職務能力などを評価した上で適切な処遇決定や人員配置

を実施しています。また、再雇用者が働きがいを持って働くことができるように、現役社員と同様な業務目標管理制度を運用して業

務実績を処遇に反映しています。

今後､日本の社会は､少子高齢化が進み､人材確保が困難となる状況が想定されています｡当社グループは､高年齢者の雇用に取り組む

ことで､労働力不足を解消する一つの対策として捉えるだけに留まらず､優秀な高年齢者がスキルやノウハウを発揮することによる持

続的な事業成長力の向上を目指しています｡

*特例子会社：子会社が障がい者雇用に特別の配慮をしていると厚生労働大臣から認定を受けた場合に障がい者雇用率の算定において親会社の一つの事業所とみなすこ

とができる障害者雇用促進法による制度
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区分
雇用者数


(人)

雇用率


(%)

再雇用希望者


雇用率(%)

男性 26 83.8 100

女性 5 100.0 100

合計 31 86.1 100

仕事と育児・介護の両立支援

株式会社 ＧＳユアサは､次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を労使で策定し､「社員が育児に参加しやすい環境

づくり」を目指して本計画を達成するための活動に取り組んでいます。また、社内イントラネットに「仕事と育児両立支援掲示板」

を開設して､社員に育児関連制度に係る情報を発信しています。さらに、出産・育児、介護に関する支援制度の活用促進のため、マネ

ジメント層に対しても階層別研修などを活用して周知徹底を図り､育児や介護に関する支援制度を男女問わずに利用できる職場づくり

を目指しています。

高齢者の再雇用状況（2020年度、国内事業会社）

※雇用率：定年退職者における再雇用者の割合

※再雇用希望者雇用率：再雇用希望者に対する雇用の割合

出産・育児、介護に関する支援制度

項目 制度 内容

出産


育児

妊娠中の通勤緩和 妊娠中の女性社員に対して勤務の始めまたは終わりの勤務を免除する制度（最大60分/日）

産前産後休暇 産前6週間（多胎妊娠の場合は14週間）と産後8週間の休暇を取得できる制度

妊娠通院休暇・母性

保護休暇
妊娠中や出産後1年未満の女性社員が健康診査などのために休暇を取得できる制度

母性保護休職 妊娠中や出産後1年未満の女性社員が休職できる制度（最長1年間）

慶弔休暇（出産） 子供が生まれた時に休暇を取得できる制度（3日間）

育児休業 子供を養育する社員に対して休業できる制度（最長で子供が2歳になるまで対象）

育児短時間勤務
小学校6年生以下の子供や障がいを持つ子供を養育する社員が短時間勤務やフレックス勤務がで

きる制度

看護休暇
小学校3年生以下の子供の看護のために休暇を取得できる制度（子供が一人の場合は5日/年、二

人以上の場合は10日/年）

哺育時間 満1歳に達しない子供を哺育するための時間を取得できる制度（2回/日、各30分）

時間外労働や深夜労

働の免除・制限
子供を養育する社員に対して時間外労働や深夜労働を免除・制限する制度

介護

介護休業 家族を介護する社員が休業できる制度（最長1年間）

介護休暇
家族を介護する社員が休暇を取得できる制度（対象家族が一人の場合は5日/年､二人以上の場合

は10日/年）

介護短時間勤務 家族を介護する社員が短時間勤務やフレックス勤務ができる制度（最長3年間）

時間外労働や深夜労

働の免除・制限
家族を介護する社員に対して時間外労働や深夜労働を免除・制限する制度

その他

積立休暇
失効した年次有給休暇の積立休暇制度（最大40日、家族の看護・介護、小学校3年生までの子供

の育児などの事由による取得）

時間単位休暇 付与された年次有給休暇のうち1時間単位で休暇を取得できる制度（最大40時間/年）

在宅勤務制度 仕事と育児･介護の両立を促進するために自宅で業務に従事できる制度

カムバック制度
子供の養育、家族の介護などを理由に退職した社員が一定の要件を満たした場合に、再度、社員

として採用できる制度
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年度

介護休業 介護休暇

取得者数（人） 復職率（%） 取得者数（人） 延べ日数（日）

2016 1 100.0 10 30.0

2017 1 100.0 14 63.5

2018 2 100.0 23 103.0

2019 1 0.0 23 99.0

2020 1 0.0 ― ―

TOPICS

｢プラチナくるみん｣の認定を取得

｢プラチナくるみん｣とは､高い水準の子育て支援に取り組んでいる企業を厚生

労働大臣が認定する制度です｡

株式会社 ＧＳユアサは､従前より､社員が仕事と育児を両立できる環境整備を

進めており､2017年には｢くるみん｣の認定を受けました｡その後､さらなる両立

支援の促進とその効果の拡充を図るための行動計画を策定し､育児短時間勤務制

度の対象期間の拡大や育児を対象とする在宅勤務制度の導入などを実現したこ

とで､2020年度に｢プラチナくるみん｣の認定に至りました｡

当社グループは、今後も従業員が安心して仕事と育児を両立させることがで

きるように､継続的な子育てサポート企業を目指していきます。

健康経営への取り組み

当社グループは､企業理念である｢社員と企業の革新と成長｣を実現するために、従業員が心身ともに健康な状態で業務を遂行し、最

大のパフォーマンスを発揮できる土壌を整えることが重要と考えています。

育児支援制度の活用状況（育児休業）

年度

女性 男性

取得者数（人） 取得率（%） 復職率（%） 取得者数（人） 取得率（%） 復職率（%）

2016 7 100.0 88.9 2 3.0 50.0

2017 8 100.0 87.5 1 1.2 100.0

2018 15 100.0 91.0 2 2.8 100.0

2019 18 100.0 100.0 3 2.7 100.0

2020 14 100.0 100.0 9 9.1 100.0

※対象者：一般社員（休職者・海外駐在員除く）

介護支援制度の活用状況

※対象者：一般社員（休職者・海外駐在員除く）

※期間：4月～3月(介護休業)、9月～8月(介護休暇)
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健康経営方針

ＧＳ ＹＵＡＳＡは､従業員と企業の｢革新と成長｣の実現のために､


健康保険組合と連携しながら､従業員およびその家族の健康に向き合い､


従業員一人ひとりがいきいきとやりがいをもって働けるよう｢健康づくり｣を推進します｡

生活習慣病やメンタル疾患の発症および深刻化の予防に努めます｡

誰もがその人らしく働けるよう､仕事と治療の両立を支援します｡

健康を維持､増進するための健康づくりを推進します｡

当社グループでは､本社に統括産業医(専属産業医)と主要な事業所に産業医を選任し､全国に11名の看護職が常勤しています｡また､

健康保険組合と協働して､健康管理担当役員(健康保険組合理事長を兼任)や労働組合幹部が出席する健康管理推進委員会を開催し､従

業員の健康課題に対する施策を推進しています｡なお､本社および一部の事業所では､毎週､臨床心理士のカウンセリングを受けること

ができる環境を整備して､メンタル不調者の重症化の未然防止に取り組んでいます｡

1. 生活習慣病の予防

定期健康診断有所見者への受診確認およびフォロー

労災二次健康診断(労災保険給付で実施される二次検査)の対象者への受診勧奨の徹底

会社と健康保険組合のコラボによる従業員の健康促進を目的とした｢健康メルマガ｣の定期配信

受動喫煙対策および禁煙対策の実施

新卒者および中途採用者への健康相談や教育の実施(早期の健康リテラシーの向上)

健康イベントの開催(年2回のウォーキングイベントなど)

2. メンタル不調者の早期発見と対処および重症化の予防

産業医や看護職との面談､カウンセリングなどの体制の拡充

ストレスチェックにおける高リスク者全員に対する看護職との面談勧奨の実施

ラインケア(管理監督者によるケア)やセルフケア(本人の気づきによるケア)に関する研修の継続的な実施

3. ｢がん｣の早期発見および早期対処

定期健康診断における各種がん検診および婦人科検診の実施(自己負担なし)

従業員やその家族へのがん自己検診キットの定期的な配布 (自己負担なし)

4. 労働時間の適正化､ワークライフバランスの確保

ノー残業デーの徹底

年間最低１０日間の年次有給休暇取得の義務化

１ヶ月の時間外労働上限時間の設定

所定休日の２日連続労働､深夜時間帯における時間外労働の禁止

時間単位休暇制度や在宅勤務制度の導入､フレックスタイム制度の拡充

5. 女性特有の様々な健康課題の認識の促進

女性に対する健康管理セミナーの開催

健康経営と女性の健康管理をテーマにしたeラーニングの導入

推進体制

｢健康づくり｣のための具体的な施策
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項目 目標値(%)
実績値(%)

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

定期健康診断受診率 100 100 100 100 100

定期健康診断有所見者受診率 70 57 59 63 59

ストレスチェック受診率 100 84 93 94 94

喫煙率 20 24 23 22 22

婦人科健診受診率 100 58 55 58 62

大腸がん検診受診率 100 65 65 67 67

TOPICS

健康経営に関する外部評価

当社と国内グループ会社4社は､ 経済産業省と日本健康会議が主催する健康経営優良法人認定

制度において健康経営優良法人の認定を5年連続で取得しました｡

本制度は､地域の健康課題や日本健康会議が進める健康増進への取り組みに対して特に優良な

健康経営を実践している法人を顕彰するものです｡

今後も引き続き、従業員が健康でいきいきと働ける職場環境づくりを目指して、健康経営の

促進に努めます。

宗教上の慣習に配慮した事業運営

イスラム教徒が多数を占めるインドネシアに所在する海外グループ会社では､イスラム教の伝統や慣習に配慮した事業運営を行って

います｡

PT. Yuasa Battery Indonesia、PT. Trimitra Baterai Prakasa、PT. GS Batteryでは、事業所内にモスクを設置しています。従業

員には就業時間中におけるモスクでの礼拝を認めており、毎週金曜日の礼拝には社外からも信者が集まってきます。また､当社グルー

プの京都事業所においても､モスクとして利用可能な多目的室を事業所内に設置し､就業時間中における礼拝を認めています｡

当社グループは､現地の慣習､文化的価値観､宗教などを理解し尊重することが､現地従業員との良好な関係を築き､事業運営を効果的

に進める上で不可欠であると考えています｡

「健康づくり」に対する目標値および実績値
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TOPICS

ダイバーシティ特設サイトの開設

当社グループは､ダイバーシティに対する考え方や活動状況などをタイムリー

に情報提供する特設サイトを2020年4月に開設しました｡本サイトは､当社グル

ープにおける女性活躍推進や働き方改革への取り組み､障がい者や外国人の雇用

などに関する情報をわかりやすく掲載しています｡

今後も､多様な人材がその能力を最大限に発揮することができる機会を提供す

る計画やパフォーマンスなどの情報を積極的に開示していきます｡

TOPICS

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた人事労務対応

世界的流行を引き起こしている新型コロナウイルスに対しては､｢混雑した場所は避ける｣､｢人が密に集まって過ごすような

空間に集団で集まることは避ける｣などの感染拡大防止に向けた強い社会的な要請があります｡当社グループでは､従業員の安

全･安心を確保するために､新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた人事労務管理を実施しています｡

在宅勤務制度や時差勤務制度の導入

新型コロナウイルス感染症対策として､在宅勤務制度および時差勤務制度を導入しました｡いずれの制度も利用回数の制限

は設けていません｡また､在宅勤務と時差勤務の併用を認めるなど､積極的に活用しやすい制度の運用を整備しました｡

学校休業などに伴う休暇の取り扱い

保育所の自粛要請や学校休業などの事由により勤務が出来ない場合や､持病があるなどの理由によりコロナウィルス感染時

の健康リスクが大きい場合には､従業員が積み立てしている休暇の取得を認めています｡また､積立休暇を保有していない従業

員には､法定外休暇として特定休暇の取得を一部認めています｡

食堂利用への配慮

1. 食堂の利用時間の分散化および座席配置の変更


食堂の利用時間を分散して混雑を緩和するとともに､食堂利用者が対面とならないように座席配置に変更しています｡ま

た､食堂の窓やドアを開放して､食堂ホール内を換気しています｡

2. 食事における感染防止対策の徹底


食堂利用者には､食事中における感染防止対策(手洗い･アルコールによる手の消毒､短時間での食堂利用､食事中以外のマス

ク着用､黙食など)の徹底を要請しています｡

新入社員への配慮

2021年度の入社式と新入社員研修は､新入社員が配属される事業所に分散集合し､本社をメイン会場としてオンライン形式

で実施しました｡また､各会場では､新型コロナウイルス感染拡大防止対策(入場前の検温やアルコール消毒､会場の換気､座席

間隔の十分な確保､非対面の座席配置など)を実施しています｡

採用活動での配慮

採用イベント(会社説明会､懇談会など)やジョブマッチング面談(面接)は､すべてWeb形式で実施しています｡また､中途採用

者に対してもWeb面接を実施しています｡

ダイバーシティ特設サイトについてはこちらをご覧ください（https://www.gs-yuasa.com/jp/diversity/）
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信頼されるメーカーとして、お客様の満足度向上と安全性の確保に取り組んでいます。

安全性と品質の重視

全社品質マネジメントによる品質と安全への対応

当社グループは、品質基本方針に基づき、グループ全体でお客様に提供する製品とサービスの質向上を目指した活動を推進してい

ます。また、常にお客様に信頼されるメーカーであり続けるため、お客様視点での「ものづくり」の追求と製品・サービスの質向上

に努めています。

そのために、ISO9001をベースにした「ＧＳユアサ品質マネジメントシステム」を定め、事業部門を横断した品質マネジメント体

制を経営トップ主導で推進しています。製品・サービスの品質は、品質担当役員である取締役を委員長とした「品質統括委員会」で

毎月審議し､迅速に対応することで向上を図っています。また、「ものづくり」を追求する取り組みの中で、全従業員への品質教育や

全社改善チーム活動を通じて、従業員の品質意識と品質管理の知識・力量を高め、製品・サービスの質向上につなげています。

このような活動が日本科学技術連盟に評価され、産業電池電源事業部産業電池生産本部は品質管理の実践などにより成果をあげた

個人や企業に贈られるデミング賞を2015年度に受賞しました。

品質基本方針

GS YUASAは、企業理念の実現に向け、「ものづくり」を研鑽し、


お客様を第一に考え、製品とサービスの質向上に努めます。

安全、安心な製品、サービスの提供
Fulfillment of Our Responsibilities to Provide Safe and Secure Products and Services

「2015年度デミング賞」受賞について詳細はこちらをご覧ください


（https://www.gs-yuasa.com/jp/newsrelease/article.php?ucode=gs151109293111_193）

品質マネジメント体制 国内事業における品質損失の推移

※2015年度の品質損失率を100として､5年間の品質損失率の推移を示してい

ます｡


(品質損失率：製品の製造･販売時に発生した損失率)
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トップ巡視活動

当社グループでは、国内の工場や支社などを中心とした経営幹部の現場巡視活動を計画的に実施しています。トップ巡視活動と

は、経営幹部がトップマネジメントの一環として、現場のありのままの姿を把握し、現場で働く従業員と対話を行う取り組みです。

仕事の｢質｣を切り口にして、安全、品質、環境などのテーマに対して、実際の活動状況や課題などを経営幹部と共有し、意思疎通を

図っています。現場担当者や若手管理職が現場の課題や活動状況を報告することよって、経営幹部との意見交換の場となっていま

す。

お客様満足の向上を推進

当社グループは、お客様からの製品やサービスに関するご意見、ご提案、苦情などを「お客様の声」として大切にしています。当

社グループでは、メールでのお問い合わせに加え、お客様相談室に寄せられる「お客様の声」から製品やサービスの改善を行ってい

ます。2017年度からは、お問い合わせ内容に適した受付窓口にダイレクトコールする音声ガイダンスを採用した対応を開始して、お

客様の利便性向上に取り組んでいます。

なお、お客様から頂戴した苦情の件数は減少傾向で推移しています。今後も､「お客様の声」を真摯に受け止め､お客様満足のさら

なる向上に努めます｡

ＧＳユアサ お客様相談室　当社グループの製品に関するご質問やご相談を承っています。

フリーダイヤル 0120-43-1211

受付時間：9：00～17：30（土日祝日や当社所定の休日を除く）、日本国内のみ対象

製品安全への取り組みと迅速な情報の伝達

当社グループの製品は、電気エネルギーを蓄積、制御、変換するため、製品安全を重要な課題として位置付けています。

製品の安全性を確保する活動を推進するために､製品安全統括委員会を中心とした全社的な組織体制を構築しています｡各事業部門

では､製品安全規格への適合に加え､製品の使用環境や経年劣化時の安全性を考慮した製品開発を行うために､失敗事例から得られたノ

ウハウ､FMEA､DRBFMやFTAなどを活用して､製品実現プロセスの強化を図っています｡また､製品の不安全事象に対する情報を日常

的に収集し､経営トップに遅滞なく伝達することで､迅速な市場対応を行う体制を構築･運用しています｡

お客様相談室へのお問い合わせ件数 お客様からの苦情件数
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従業員の品質意識向上

当社グループは、品質基本方針に基づく品質意識を全社に定着させるため、従業員の品質教育に取り組んでいます。品質管理の能

力レベルと職群階層に応じて体系化した品質教育プログラムにより、全従業員が業務内容と経験に合わせた教育を受講するしくみを

運用しています。

また、2008年度からは新入社員に対する品質基礎教育を義務化し、品質管理の知識レベルをQC（品質管理）検定の受検結果で評

価しています。2020年度は､QC検定1級から4級を合わせて202名が合格し､全社のQC検定の累計合格者数は3,014名となりました｡

当社グループは､従業員の品質意識向上と知識取得に向けた品質教育を重要課題として取り組むことにより､品質損失の減少に寄与す

る活動を推進しています｡

ＧＳユアサの製品安全活動フロー

品質教育体系図
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品質管理知識レベル 講座数 受講者数

入門 11 194

基礎 13 224

応用 28 416

合計 52 834

「ものづくりエキスパート」教育による品質管理人材の育成

当社グループでは、設立100周年を契機に、当社グループの品質基本方針に掲げる「ものづくりを研鑽」できる人材を育成するこ

とを目的に、2017年10月より「ものづくりエキスパート」教育研修会を継続的に開催しています。

本研修会では、主に設計開発で必要な管理技術を習得し、それを実践できる能力を持つ人材の育成を目指しています。本研修会の

受講生は、1年の研修期間を経てエキスパートとなり、その知識と経験を活用して職場での品質改善の中心メンバーとなることが期待

されています。

品質教育の講座数と受講者数 (2020年度)

QC検定 累計合格者数
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